
◎オンライン申請システムについては３ページ参照。

広報 あしかがみ　2023.7 8

▼
50
歳
未
満
の
方
の
納
付
猶
予

　

学
生
を
除
く
50
歳
未
満
の
方
は
、

本
人
と
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
、
申
請
し
て
承
認
さ

れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

ま
す
。

※
学
生
の
方
は
学
生
納
付
特
例
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
ま
た
は

基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
も
の
を
持
っ

て
同
課（
本
庁
舎
１
階
15
番
窓
口
）ま

た
は
各
公
民
館（
織
姫
・
助
戸
を
除
く
）

※
申
請
は
原
則
、
毎
年
度
必
要
で
す
。

※
申
請
時
点
か
ら
２
年
１
カ
月
前
ま

で
は
、さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

に
入
っ
て
も
、
免
除
区
分
に
よ
っ
て

全
額
納
付
し
た
場
合
と
比
較
し
て
年

金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た
場
合

の
臨
時
特
例
免
除
は
、
５
年
７
月
以

降
の
保
険
料
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▼
失
業
し
た
場
合
の
特
例
免
除

　

失
業
し
て
申
請
す
る
時
は
、
失
業

し
た
方
の
所
得
を
除
外
し
て
審
査
し

ま
す
。
配
偶
者
、
世
帯
主
が
失
業
し

た
場
合
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

※
雇
用
保
険
離
職
票
か
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
、
事
業
廃
止
届
出
書
な

ど
の
写
し
が
必
要
で
す
。

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
へ

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

元
気
高
齢
課
・
☎
⑳
２
２
７
０

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、
老
人
保
健
施
設
な

ど
を
利
用
す
る
際
の
食

費
・
居
住
費
が
軽
減
さ

れ
る
制
度
で
す
。

対
象　

世
帯
の
全
員（
配
偶
者
は
別

居
、
事
実
上
の
婚
姻
関
係
に
あ
る
も

の
も
含
む
）が
市
民
税
非
課
税
の
方

申
込　

申
請
書
と
指
定
の
資
産
証
明

を
同
課（
本
庁
舎
１
階
19
番
窓
口
）

※
申
請
書
は
窓
口
ま
た
は
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
で
き
ま
す
。

有
効
期
間　

▽
５
年
７
月
中
に
申
請
＝
５
年
７
月

　

31
日
㈪

▽
５
年
８
月
以
降
に
申
請
＝
申
請
月

　

初
日
～
６
年
７
月
31
日
㈬

国
民
年
金
保
険
料
の

免  

除  

制  

度

保
険
年
金
課
・
☎
⑳
２
１
４
８

　

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
、

申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
、
下
表
の

と
お
り
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

※
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間

65
歳
以
上
の
方
に
発
送
し
ま
す

介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書

元
気
高
齢
課
・
☎
⑳
２
２
７
０

発
送
時
期　

７
月
中
旬

納
付
方
法

▽
年
金
か
ら
差
し
引
き
・
口
座
振
替

　

の
方
＝
決
定
通
知
書
で
徴
収
額
な

　

ど
を
通
知

▽
納
付
書
払
い
の
方
＝
各
公
民
館 

　
（
織
姫
・
助
戸
を
除
く
）ま
た
は
金

　

融
機
関
で
納
付

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
へ
送
付

介
護
サ
ー
ビ
ス
負
担
割
合
証

元
気
高
齢
課
・
☎
⑳
２
１
３
６

　

介
護
サ
ー
ビ

ス
利
用
時
の
自

己
負
担
割
合
を

記
載
し
た
負
担

割
合
証
を
送
付

し
ま
す
。

発
送
時
期　

７
月
中
旬

負
担
割
合　

１
～
３
割（
昨
年
中
の

所
得
な
ど
に
基
づ
く
）

有
効
期
間　

８
月
１
日
～
６
年
７
月

31
日

免 除 区 分 保 険 料
（月　額）

老齢基礎年金の
受給資格

期間に

全 額 免 除   全額免除 入　る

４ 分 の ３ 免 除 　4,130円
保険料を２年
以内に納めた
場合は入る

半 額 免 除 　8,260円

４ 分 の １ 免 除  12,390円

５０歳 未 満 納 付 猶 予   全額猶予 入　る

※本人、配偶者、世帯主の所得審査あり。

社会福祉課・☎⑳２１３２

　保護司会や更生保護女性会、協力雇用主な
どの民間団体関係者が再犯防止などに取り組
んでいます。生きづらさに寄り添い、できる
ことから一緒に始めてみませんか。

安全で安心な
　地域社会を築くために…

強調月間・再犯防止啓発月間
７月は ''社会を明るくする運動''



Pick Up!

お
知
ら
せ

税

福 

　 

祉

募 

　 

集

子  

育  

て

健 

　 

康

働 

　 

く

講
座
・
教
室

イ
ベ
ン
ト

施 

　 

設

相 

　 

談
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※
１
人
１
点
ま
で
。

※
写
生
の
際
は
、
付
き
添
い
の
方
も

無
料
で
入
場
で
き
ま
す
。

　

募集

足
利
学
校
絵
画
大
会

史
跡
足
利
学
校
事
務
所

☎
㊶
２
６
６
１

対
象　

市
内
の
小
・
中
学
生

内
容　

同
施
設
の
建
物
、
風
景
な
ど

画
材　

Ａ
３
判
画
用
紙
に
、
水
彩
絵

の
具
、
ク
レ
ヨ
ン
、
パ
ス
テ
ル
、
色

鉛
筆
を
使
用

写
生
期
間　

７
月
21
日
㈮
～
８
月
31

日
㈭

応
募
方
法　

９
月
１
日
㈮
ま
で
に
作

品
の
裏
に
学
校
名
、
学
年
、
氏
名（
ふ

り
が
な
）、
住
所
を
書
い
て
、
通
学

し
て
い
る
学
校
へ
提
出

要
事
項
を
書
い
て
同
課（
本
庁
舎
１

階
）へ
持
参
、フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
オ
ン

ラ
イ
ン
申
請
シ
ス
テ
ム

※
募
集
に
関
す
る
要
項
お
よ
び
応
募

用
紙
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手

で
き
ま
す
。

募集

移

住

支

援

員

建
築
指
導
課
・
☎
⑳
２
２
６
６

内
容　

空
き
家

や
古
民
家
の
利

活
用
を
図
り
、

移
住
促
進
に
向

け
た
情
報
発
信

を
す
る
業
務
な
ど

募
集
人
数　

１
人

対
象　

５
年
４
月
１
日
時
点
で
18
歳

以
上
の
方

任
期　

10
月
１
日
か
ら
６
年
３
月
31

日
ま
で（
延
長
あ
り
）

勤
務
時
間　

平
日
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
休
み
。

※
年
次
休
暇
、
期
末
手
当
あ
り
。

申
込　

７
月
18
日
㈫
か
ら
８
月
10
日

㈭（
必
着
）ま
で
に
申
込
書
に
必
要
事

項
を
書
い
て
同
課（
本
庁
舎
６
階
）へ

持
参
ま
た
は
郵
送

※
申
込
書
、
そ
の
他
詳
細
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

募集

足
利
市
障
が
い
者
基
幹
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
の
愛
称

障
が
い
福
祉
課
・
☎
⑳
２
１
３
４

ＦＡＸ

㉑
５
４
０
４

　

障
が
い
者
が
、
安
心
し
て
暮
ら
し

て
い
く
た
め
の
地
域
の
相
談
支
援
の

中
核
的
な
機
関
で
あ
る
同
セ
ン
タ
ー

の
愛
称
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格　

ど
な
た
で
も

※
１
人
１
点
ま
で
。

応
募
条
件　

①
親
し
み
や
す
い
も
の

②
わ
か
り
や
す
く
覚
え
や
す
い
も
の

③
著
作
権
な
ど
を
侵
害
し
な
い
も
の

※
詳
細
は
要
項
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

応
募
方
法　

７
月
３
日
㈪
～
８
月
31

日
㈭
ま
で
に
応
募
用
紙
に
愛
称
と
必

　郵政民営化前の平成１９年９月３０日までに預け
た定額貯金、定期貯金、積立貯金は満期を過ぎて

消費生活センター・☎ 73１２１１
平日午前９時～午後４時

郵便貯金の払い戻しには
期限があります！

80 定額貯金の払い戻しができない !?

　以前、郵便局に定額貯金を預けたが、
払い戻しをしていない。満期後一定期

います。満期後２０年２カ月
を過ぎると旧郵便貯金法に
より権利が消滅し、払い戻
しができなくなるので十分
ご注意ください。

間が過ぎると払い戻しができない
と聞いたが、本当か。

同センター・☎ 70５８５５

　国のシステムメンテナンス
に伴いマイナンバーカードに
関連する業務を休業します。

行政サービスセンター
一部業務休業のお知らせ

７月１６日㈰

◀
４
年
度
庠
主
賞

　

風
間 

瑞
さ
ん

▶
４
年
度
市
長
賞

　

藤
生
湖
羽
さ
ん


